
○ 患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬
の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合を評価。

服用薬剤調整支援料１ １２５点

【受診後】
２種類以上減少
４週間継続

【受診前】

患者が服用する
６種類以上の薬

自宅
医療機関

薬局

［算定要件］

６種類以上の内服薬が処方されていたものについて、保険薬
剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が２種
類以上減少した場合に、月１回に限り所定点数を算定する。

文書で提案
（必要に応じ
対面相談）

処方箋

調剤・
服薬指導

薬局における減薬に関する取組の評価
服用薬剤調整支援料

(１) 当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が２種類以上（うち少

なくとも１種類は保険薬剤師が提案したもの）減少し、その状態が４週
間以上継続した場合に算定

(２) 服用を開始して４週間以内の薬剤は、調整前の内服薬の種類数か

ら除外。屯服薬は対象外。また、調剤している内服薬と同一薬効分類
の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬
剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。

(３) 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や

提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載す
る。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る
情報は、薬剤服用歴の記録に添付する。

(４) 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を１年以内に算定した場合に

おいては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から
更に２種類以上減少したときに限り新たに算定することができる。

結果の情報共有

平成30年度診療報酬改定

算定回数 (回)

服用薬剤調整支援料１ 402
（出典）
社会医療診療行為別統計（令和２年６月審査分）
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薬局における対人業務の評価の充実 ①

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－１ かかりつけ機能の評価 －③

【対象患者】
合計６種類以上の薬剤
が処方されている患者

相談

＜報告内容（例）＞
・受診中の医療機関、診療科等
・服用中の薬剤の一覧（処方背景含む）
・重複投薬の状況
・副作用のおそれがある症状及び関連す
る薬剤
・その他（残薬の状況等）
・上記を踏まえた、処方変更の提案

医療機関

次
回
の
処
方
時
に
処
方

薬
の
変
更
を
検
討

薬局

報告書の送付

①患者の服用薬を一元
的に把握

②重複投薬等の解消に
係る提案を作成

 複数の医療機関を受診する患者の重複投薬の解消を推進する観点から、薬局において患者の
服薬情報を一元的に把握し、重複投薬の有無の確認等を行った上で、処方医に重複投薬等の
解消に係る提案を行う取組について評価を行う。

服用薬剤調整支援料２ １００点 （３月に１回まで）

［算定要件］
複数の保険医療機関より６種類以上の内服薬が処方されていた患者について、患者等の求めに応じて、①当該患者の服用
中の薬剤について一元的把握を行うとともに、②重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案（※）を検
討し、当該提案や服用薬剤の一覧を含む報告書を作成し、処方医に送付した場合に算定する。

※ 重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案

外来患者への重複投薬解消に対する取組の評価
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算定回数 (回)

服用薬剤調整支援料２ 703

（出典）
社会医療診療行為別統計（令和２年６月審査分）
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3,342 

5,360 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

服用薬剤調整支援料を算定している薬局数※

服用薬剤調整支援料１ 服用薬剤調整支援料２

3 

5,360 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

服用薬剤調整支援料２を算定している薬局のうち

服用薬剤調整支援料１を算定している薬局数※

服用薬剤調整支援料１ 服用薬剤調整支援料２

服用薬剤調整支援料の算定状況

○ 令和２年度において、服用薬剤調整支援料１を算定している保険薬局は3,342件、服用薬剤調整支援料２を
算定している保険薬局は5,360件であった。

○ 令和２年度において、服用薬剤調整支援料２を算定している保険薬局のうち、服用薬剤調整支援料１を算定し
ている保険薬局は３件であった。

出典：NDBデータ

※ 令和２年度における当該点数の算定薬局数

（件数）（件数）
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服用薬剤調整支援料の算定回数別の薬局数

○ 令和３年４月～６月において服用薬剤調整支援料１の算定回数が１回以上の薬局は約52.0％であった。
○ 令和３年４月～６月において服用薬剤調整支援料２の算定回数が１回以上の薬局は約56.5％であった。

48.0%

25.3%

5.3%
9.3%

5.3% 6.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0回 1回 2回 3回 4回以上 無回答

令和３年４月～６月における

服用薬剤調整支援料１の算定回数別の薬局割合※１

30.4%

22.8%

12.0%

3.3%

18.5%
13.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0回 1回 2回 3回 4回以上 無回答

令和３年４月～６月における

服用薬剤調整支援料２の算定回数別の薬局割合※２

※１ 調査薬局（n=887）のうち、令和３年７月１日の時点で
服用薬剤調整支援料１を算定している薬局（n=75）

※２ 調査薬局（n=887）のうち、令和３年７月１日の時点で
服用薬剤調整支援料２を算定している薬局（n=92）

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（R3かかりつけ薬剤師調査）速報値



13.0%

23.9%

5.4%

39.1%

75.0%

35.9%

54.3%

3.3%

7.6%

21.7%

2.2%

13.0%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. 介護者やケアマネージャー等からの申し出

2. アドヒアランスの不良

3. 検査値上の問題

4. 患者自身からの申し出

5. 患者とのやりとり

6. 薬歴での管理

7. お薬手帳での確認

8. 多数のお薬手帳の持参

9. 医療機関からの情報提供

10. 異なった医療機関の受診が多い

11. 既往疾患を多数抱えていた

12. その他

服用薬剤調整支援料２を算定している薬局において

重複投薬等の解消の提案を行うきっかけ
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服用薬剤調整支援料２を算定している薬局について

○ 服用薬剤調整支援料２を算定している薬局において、重複投薬等の解消の提案を行うきっかけとして、「患者との
やりとり」、「お薬手帳での確認」や「薬歴での管理」という回答が多かった。

○ 服用薬剤調整支援料２を算定している薬局において、重複投薬等の解消の提案により重複投薬が解消されたと回
答した薬局は約77.2%であった。

37.0%

40.2%

4.3%

3.3%
15.2%

服用薬剤調整支援料２を算定している薬局において

提案により重複投薬が解消された薬局

解消された ある程度解消された

あまり解消されなかった まったく解消されなかった

無回答

（回答薬局数=92）

（回答薬局数=92）

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（R3かかりつけ薬剤師調査）速報値



○ 残薬解消に向けた薬局の以下の取組を評価
（１）自己による服薬管理が困難な患者に対し、患者や家族が持参した薬剤の一包化や服薬カレンダー

の活用などにより薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援すること
※上記支援は、当該薬剤を処方した保険医に了解を得た上で行う。

（２）いわゆるブラウンバック運動（患者や家族等に対して服用中の薬剤等を入れる袋等を薬局が提供
し、患者等が持参した薬剤等について服薬管理を行う取組）を周知し、実際に患者等が持参した
服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を医療機関に情報提供すること

外来服薬支援料 185点（月１回まで）

節薬バッグの活用等により服用薬を持参

一包化、服薬カレンダーの利
用等による服薬管理の支援

①自己による服薬管理が困難な患者 ②残薬がある患者

残薬の整理等
（医療機関にはその結果を連絡）

相談

薬局
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重複投薬・相互作用等防止加算

薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変
更が行われた場合は、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
○重複投薬・相互作用等防止加算
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 ４０点
ロ 残薬調整に係るものの場合 ３０点

○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 ４０点
ロ 残薬調整に係るものの場合 ３０点

重複投薬、残薬解消に関する評価



重複投薬、残薬解消に関する取組の実態

○ 重複投薬・相互作用等防止加算の算定回数は平成28年度に増加した。
○ 外来服薬支援料の算定回数は近年増加傾向にある。

 重複投薬・相互作用等防止加算※の算定回数

（件／月）

66,146

7,242

59,348

6,589

89,011

6,303

87,673

4,832

282,364

329,216 

183,460

175,085

111,106

208,149 

198,363 

170,178 

7,421 

8,407 

12,257 

12,730 

15,264 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

403,856

296,548

処方変更あり 処方変更なし

4,302

3,346
2,9492,852

5,817
5,544

7,464 

9,088 

10,323 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（件／月）

 外来服薬支援料の算定回数

※ 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を含む

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料（「平成30年度～令和２年度」は残薬調整以外及び残薬調整分を含む）

残薬調整以外 残薬調整

出典：社会医療診療行為別統計（平成27年より）、社会医療診療行為別調査（平成26年まで）（各年６月審査分）

386,178
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329,216

289,785



重複投薬、ポリファーマシー及び残薬等への対応に係る評価

60

・ 令和２年度診療報酬改定において新設した服用薬剤調整支援料２は、複数の保険医療機関から６種類以上の内服
薬が処方されている患者に対して、重複投薬等の解消に係る提案を行った場合について評価しているが、服用薬剤
調整支援料２を算定した場合、実際に２種類以上の減薬が行われた場合であっても服用薬剤調整支援料１を算定で
きない。
・ 服用薬剤調整支援料２を算定している保険薬局のうち、服用薬剤調整支援料１を算定している保険薬局はほとん
どなかった。
・ 一方で、服用薬剤調整支援料２を算定している薬局において、重複投薬等の解消の提案により重複投薬が解消さ
れたと回答した保険薬局は約77.2％であった。



地域医療に貢献する薬局の評価

 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価とする観点から、地域支援体制加算の実績要件や評価を見直す。

地域支援体制加算 ３５点 → ３８点

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評
価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 －①

○地域支援体制加算の施設基準

（１）地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

（２）患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている

（３）患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供している

（４）一定時間以上の開局

（５）十分な数の医薬品の備蓄、周知

（６）薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供

（７）24時間調剤、在宅対応体制の整備

（８）在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制

（９）保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

（10）医療安全に資する取組実績の報告

（11）集中率85％超の薬局は、後発品の調剤割合50％以上

○ 調剤基本料１以外を算定している保険薬局
以下の基準のうち８つ以上の要件を満たすこと。
（①～⑧は常勤薬剤師１人あたりの年間回数、⑨は薬局あたりの年間の回数)

① 夜間・休日等の対応実績 400回以上
② 麻薬の調剤実績 10回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上
⑤ 外来服薬支援料の実績 12回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 １回以上
⑦ 単一建物診療患者が１人の在宅薬剤管理の実績

12回以上 ※１
⑧ 服薬情報等提供料の実績 60回以上 ※２
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研
修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に
５回以上出席

※青字は変更部分

○ 調剤基本料１を算定している保険薬局
以下の基準のうち①～③を満たした上で、④又は⑤を満たすこと。
（１薬局あたりの年間の回数）

① 麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者薬剤管理の実績 12回以上 ※１
③ かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること。
④ 服薬情報等提供料の実績 12回以上 ※２
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研
修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に
１回以上出席

※１ 在宅協力薬局として実施した場合（同一グループ内は除く）や同等の

業務を行った場合を含む。

※２ 同等の業務を行った場合を含む。

[経過措置]

調剤基本料１を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和３年４月１日よ

り適用。令和３年３月31日までの間は現在の規定を適用する。
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地域支援体制加算(3８点）

調剤基本料の区分 ○調剤基本料１
以下の基準のうち①～③を満たした上で、④又は⑤を満たすこと。
（１薬局あたりの年間の回数）
① 麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者薬剤管理の実績 12回
③ かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること。
④ 服薬情報等提供料の実績 12回
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の
研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会
議に１回以上出席

○調剤基本料１以外
以下の基準のうち８つ以上の要件を満たすこと。（１～８は常勤
薬剤師１人あたりの年間回数、９は薬局あたりの年間の回数)
① 夜間・休日等の対応実績 400回
② 麻薬の調剤実績 10回
③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回
④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回
⑤ 外来服薬支援料の実績 12回
⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 １回
⑦ 単一建物診療患者が１人の在宅薬剤管理の実績 12回
⑧ 服薬情報等提供料の実績 60回
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の
研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会
議に５回以上出席していること。

開局時間 ○平日は１日８時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局

医薬品の備蓄品目数 ○1,200品目以上

かかりつけ薬剤師指導料 ○届出あり

24時間体制 ○単独の保険薬局又は近隣の保険薬局と連携（連携する薬局数は3以下）

在宅 ○在宅業務の体制整備
※①在宅業務実施体制の周知、②医療材料・衛生材料の供給体制、③在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、訪問看護ステーションとの連

携体制、④介護支援専門員（ケアマネージャー）、社会福祉士等の他の保健医療サービ及び福祉サービスとの連携体制等

後発医薬品 ○集中率が85%を超える薬局：後発医薬品の調剤割合が50%以上

医療安全 ○PMDAメディナビの登録
○プレアボイド事例の報告、副作用報告の体制

その他 ○定期的な研修実施
○プライバシーに配慮した構造
○一般医薬品の販売及び購入者の薬剤服用歴に基づいた情報提供
○健康相談又は健康教室を行っている旨の薬局内掲示

地域支援体制加算の主な施設基準
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○ 調剤基本料１を算定している薬局のうち、処方箋集中率が40%～80%程度の薬局では地域支援体制加算の届出を

している割合が多かった。

○ 一方で、処方箋の集中率が高い薬局でも地域支援体制加算の届出は一定程度なされていた。

処方箋集中率別の地域支援体制加算の届出状況

出典：保険局医療課調べ（令和２年７月１日時点）

（調剤基本料１を算定している薬局数=47,281）
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処方箋集中率別の地域支援体制加算の届出状況
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※処方箋集中率について回答があった薬局のみ集計



地域支援体制加算の届出の有無別の薬局の構造設備等

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（R3かかりつけ薬剤師調査）速報値

パーテーション等により患者のプライバシーが確保
され、且つ座って服薬指導が受けられる設備の有無

高度管理医療機器等の販売業の許可の有無

高度管理医療機器等の貸与業の許可の有無

○ パーテーション等により患者のプライバシーが確保され、且つ座って服薬指導が受けられる設備の有無、高度管理医療機

器等の販売業・貸与業の許可の有無を地域支援体制加算の届出別にみると、以下のとおり。

48

平成30年 令和元年 令和２年

15,382件 16,242件 18,310件

地域支援体制加算の届出施設数

出典：保険局医療課調べ（各年７月１日時点）



○ 調剤基本料１を算定する薬局では、地域支援体制加算の届出が困難な理由として、「実績要件」、「24時間調剤、在

宅対応体制の整備」を挙げる割合が多かった。

○ 実績要件については、「在宅患者薬剤管理（12回以上）」、「認定薬剤師の地域の多職種と連携する会議への出

席」、「かかりつけ薬剤師指導料等の届出」、「服薬情報等提供料（12回以上）」を挙げる割合が多かった。

地域支援体制加算の届出が困難な理由（調剤基本料１）

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（R3かかりつけ薬剤師調査）速報値

90.8%

2.3%

2.3%

19.7%

18.8%

9.9%

50.3%

30.6%

21.7%

10.2%

3.0%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指

導を行っている

患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を

提供している

一定時間以上の開局

十分な数の医薬品の備蓄、周知

薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情

報提供

24時間調剤、在宅対応体制の整備

在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連

携体制

保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

医療安全に資する取組実績の報告

集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以

上

無回答

16.1%

63.5%

40.8%

40.1%

43.4%

15.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

麻薬小売店業の免許を受けていること

在宅患者薬剤管理の実績 12回以上

かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること

服薬情報等提供料の実績 12回以上

薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制

度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職

種と連携する会議に1回以上出席

無回答

施設基準要件 実績要件の内訳

（地域支援体制加算が未届出かつ調剤基本料１を算定している薬局=304，複数回答）49

＜調剤基本料１を算定している薬局＞



○ 調剤基本料１以外を算定する薬局においては、地域支援体制加算の届出が困難な理由として、「実績要件」を挙げる

割合が多かった。

○ 実績要件については、「外来服薬支援料（12回）」、「夜間・休日等の対応（400回）」を挙げる割合が多かった。

地域支援体制加算の届出が困難な理由（調剤基本料１以外）

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（R3かかりつけ薬剤師調査）速報値

94.2%

1.0%

1.9%

14.4%

14.4%

6.7%

27.9%

24.0%

20.2%

10.6%

4.8%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行って

いる

患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供して

いる

一定時間以上の開局

十分な数の医薬品の備蓄、周知

薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供

24時間調剤、在宅対応体制の整備

在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制

保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

医療安全に資する取組実績の報告

集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以上

無回答

61.5%

53.8%

26.0%

31.7%

66.3%

46.2%

33.7%

53.8%

54.8%

13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

夜間・休日等の対応実績 400回以上

麻薬の調剤実績 10回以上

重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上

かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上

外来服薬支援料の実績 12回以上

服用薬剤調整支援料の実績 1回以上

単一建物診療患者が1人以上の在宅薬剤管理の実績 12回

以上

服薬情報等提供料の実績 60回以上

薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の

研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会

議に5回以上出席

無回答

施設基準要件 実績要件の内訳

（地域支援体制加算が未届出かつ調剤基本料１以外を算定している薬局=104，複数回答）50

＜調剤基本料１以外を算定している薬局＞
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